
教育委員会の権限に属する事項に係る教育長 

の臨時代理の報告について 
 

川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定に

基づき教育長が臨時代理した事項について、同条第２項の規定に基づき、次のとおり

報告します。 

 

１ 臨時代理した事項 

（１）件名 

「川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例及び川崎

市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の

一部を改正する条例」（案）について 

（２）内容 

両条例の対象である川崎市立学校から川崎市立看護大学及び川崎市立看護短 

  期大学を除いている箇所から、廃止される川崎市立看護短期大学を削るもの 

 

２ 臨時代理を行った日 

令和６年２月９日 

 

３ 臨時代理を行った理由 

 令和６年２月７日開催の卒業判定臨時教授会をもって全ての在学生の卒業が確

定し、同日以降、本日開催の教育委員会臨時会前に、同月１３日開会の令和６年第

１回市議会定例会へ条例議案を追加提案として提出する必要があったため 

 

 

（参考）川崎市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則 

（教育長の臨時代理） 

第３条 教育長は、緊急やむを得ない事情があるときは、前条各号に規定する事務

について、臨時にこれを代理することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により、臨時に事務を代理したときは、直近の委員会会

議に報告し、その承認を受けなければならない。 
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報告事項No.１



 

川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例及び川

崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例の一部を改正する条例（案） 

（川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改

正） 

第１条 川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭

和４６年川崎市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「及び川崎市立看護短期大学」を削る。 

 （川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関す

る条例の一部改正） 

第２条 川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例（平成２年川崎市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「及び川崎市立看護短期大学」を削る。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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制 定 理 由 

 

川崎市看護短期大学条例の廃止に伴い、所要の整備を行うため、この条例を

制定するものである。 

 

3



 

川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 川崎市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例 

昭和４６年川崎市条例第５９号 昭和４６年川崎市条例第５９号

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条

第５項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法（昭和４６年法律第７７号）第３条第１項及び第３項並びに第６条第

１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、川崎

市立学校（川崎市立看護大学を除く。以下「市立学校」という。）の教育

職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。 

 

以下略 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条

第５項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措

置法（昭和４６年法律第７７号）第３条第１項及び第３項並びに第６条第

１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、川崎

市立学校（川崎市立看護大学及び川崎市立看護短期大学を除く。以下「市

立学校」という。）の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定

めるものとする。 

以下略 
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川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例 

川崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例 

平成２年川崎市条例第３４号 平成２年川崎市条例第３４号

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する法律（昭和３２年法律第１４３号）第４条第１項の規定

に基づき、川崎市立学校（川崎市立看護大学を除く。）の学校医、学校歯

科医及び学校薬剤師（以下「学校医等」という。）の公務上の災害に対す

る補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

以下略 

第１条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務

災害補償に関する法律（昭和３２年法律第１４３号）第４条第１項の規定

に基づき、川崎市立学校（川崎市立看護大学及び川崎市立看護短期大学を

除く。）の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師（以下「学校医等」という。）

の公務上の災害に対する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し

必要な事項を定めるものとする。 

以下略 
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